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平成 22 年１月 22 日  

各  位 

会 社 名 株式会社アルテ サロン ホールディングス 

代 表 者 代表取締役社長  吉 原 直 樹 

（コード番号：2406） 

問合せ先 専 務 取 締 役  西 江 陽 一 

電話 045-663-6123（代表） 

 

 

定款の一部変更ならびに会計監査人の選任に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 22 年１月 22 日開催の取締役会において、平成 22 年３月 25 日開催予定の第

22 回定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」ならびに「会計監査人選任の件」

について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

 

記 

 

 

１．定款一部変更の件 

（１） 変更の理由 

当社は、会社法第２条第６号に定める大会社ではありませんが、株式会社ジャスダック

証券取引所において施行された「上場会社の企業行動に関する規範」第７条の規定を受け、

コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、会社法 328 条第１項の規定に基づく

会計監査人を新設し、所要の変更を行うものであります。 

 

（２） 変更の内容 

 変更の内容は次のとおりであります。 

 

                                 （下線部分は変更部分） 

現行定款 変更定款案 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

第６章 会計監査人 

 

（会計監査人の設置） 

第 38 条 当会社は会計監査人を置く。 

 

（会計監査人の選任） 

第 39 条 当会社の会計監査人は、株主総会の決

議によって選任する。 
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現行定款 変更定款案 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

第６章 計算 

 

第 38 条～第 41 条（条文省略） 

（会計監査人の任期） 

第 40 条 会計監査人の任期は、選任後１年以内

に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時

までとする。 

２． 会計監査人は前項の定時株主総会に

おいて別段の決議がされなかったと

きは、当該定時株主総会において再

任されたものとみなす。 

 

（会計監査人の報酬等） 

第 41 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が

監査役会の同意を得て定める。 

 

第７章 計算 

 

第 42 条～第 45 条（現行どおり） 

 

（３）日程 

 定款変更のための株主総会開催日（予定） 平成 22 年３月 25 日 

 定款変更の効力発生日（予定）      平成 22 年３月 25 日 

 

２．会計監査人の選任の件 

（１） 会計監査人の選任の理由 

当社は、会社法第２条第６号に定める大会社ではありませんが、株式会社ジャスダック

証券取引所において施行された「上場会社の企業行動に関する規範」第７条の規定を受け、

コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、会計監査人を設置し、会計監査体制

の一層の充実を図るものであります。 

本件は前項「定款一部変更の件」が第 22 回定時株主総会において承認可決されることを

条件としております。 

なお、本議案につきましては、当社監査役会の同意を得ております。 

 

（２） 会計監査人候補者の名称等 

 名    称：九段監査法人 

 事務所所在地：主たる事務所 東京都千代田区九段南４－８－１３ 

         その他の事務所 横浜 

 なお、九段監査法人は、現在、当社の金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監

査証明を行っております。 

 

（３） 就任予定年月日  平成 22 年３月 25 日（第 22 回定時株主総会開催予定日） 

以上 


